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新型コロナウイルス感染症への対応について（情報提供） 

 

貴団体におかれましては、平素から消防行政にご理解とご協力を賜り、厚く御

礼を申し上げます。 

４月24日（金）、政府においては、「新型コロナウイルス感染症対策本部（第

31回）」が開催されました。また、これに伴い、総務省においても「第31回新型

コロナウイルス感染症総務省対策本部」を開催し、消防庁においても「第13回新

型コロナウイルス感染症消防庁対策本部」を開催いたしました。 

政府対策本部において、安倍内閣総理大臣より発言がありましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 

 

 

（政府対策本部における安倍内閣総理大臣発言） 

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/24corona.html 

 

（添付資料） 

○新型コロナウイルス感染症対策本部配付資料（第31回） 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 

消防庁総務課 早川 

電 話：０３－５２５３－７５０６ 

メールアドレス:t3.hayakawa@soumu.go.jp 

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/24corona.html


 

新型コロナウイルス感染症対策本部（第 31 回） 

 

日時：令和 2年 4月 24日（金） 

17時 55分～18時 10分 

場所：官邸４階大会議室 

 

 

議 事 次 第 

 

１．開 会 

 

 

２．議 事 

（１）新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

 

３．閉 会 

 

 

（配布資料） 

資料１－１、１－２、１－３ 厚生労働省提出資料  

資料２ 法務省提出資料 

資料３ 内閣府提出資料 



新型コロナウィルスに関連した
感染症の現状と対策

令和２年４月２４日（金）

厚生労働省

資料１－１



新型コロナウイルスに関連した感染症の発生状況等について①（令和２年４月23日18時時点）

中国 香港 マカオ 日本 韓国 台湾
シンガポー

ル
ネパール タイ ベトナム

マレーシ
ア

豪州 米国

感染者数 82798 1034 45 12388 10702 426 10141 45 2826 268 5532 6647 837947
死亡者数 4632 4 317 240 6 11 49 92 74 46497

ベル
ギー

エジプト イラン イスラエル
レバノ
ン

クウェート バーレーン オマーン
アフガニ
スタン

イラク
アルジェ
リア

オース
トリア

スイス

感染者数 41889 3659 85996 14498 682 2248 2027 1614 1176 1631 2910 14889 28187
死亡者数 6262 264 5391 184 22 11 7 8 36 83 392 510 1216

アイス
ランド

アゼルバイ
ジャン

ベラ
ルーシ

ニュージー
ランド

メキシ
コ

カタール
ルクセンブ

ルク
モナコ

エクアド
ル

アイルラ
ンド

チェコ
アルメ
ニア

ドミニカ
共和国

感染者数 1785 1518 7281 1451 9501 7141 3654 94 10850 16671 7087 1473 5300
死亡者数 10 20 55 14 712 9 78 1 520 769 201 24 245

カナダ フランス ドイツ
カンボ
ジア

スリラン
カ

アラブ首
長国連邦

フィン
ランド

フィリ
ピン

インド イタリア 英国 ロシア
スウェーデ

ン
スペイン

感染者数 40179 119151 150062 122 330 8238 4129 6710 20471 187327 133495 57934 16004 208389
死亡者数 1974 21340 5250 7 46 141 446 652 25085 18100 513 1937 21717

クロアチ
ア

ブラジル
ジョー
ジア

パキス
タン

北マケド
ニア

ギリシア
ノル
ウェー

ルーマ
ニア

デンマーク エストニア
オラン
ダ

サンマ
リノ

リトアニア
ナイジェ
リア

感染者数 1950 45757 416 10076 1259 2408 7275 9710 8108 1559 34842 488 1370 665
死亡者数 48 2906 5 209 55 121 163 483 370 43 4054 40 38 19

※１ うち 805例は無症状病原体保有者（症状はないが、検査が陽性となった者）

※１



新型コロナウイルスに関連した感染症の発生状況等について②（令和２年４月23日18時時点）



新型コロナウイルスに関連した感染症の発生状況等について③（令和２年４月23日18時時点）

ニカラグア モントセラ
ト（英領）

マダガス
カル ハイチ アンゴラ ニジェール パプアニュー

ギニア ジンバブエ カーボベル
デ エリトリア 東ティモー

ル
マン島
（英王室
属領）

ウガンダ

感染者数 10 11 121 62 25 662 8 28 73 39 23 307 63
死亡者数 2 3 2 20 3 1 10

アンギラ
（英領）

バージン諸島
（英領）

シエラレ
オネ ブルンジ ボツワナ マラウイ

ボネール、シ
ント・ユース
タティウス及

びサバ

フォークラ
ンド諸島
（英領）

西サハラ 南スーダン
共和国

サントメ・
プリンシペ

イエメン
共和国 その他 計

感染者数 3 4 61 11 20 23 5 11 6 4 4 1 712 2581164
死亡者数 1 1 1 2 13 182016

※２ この他にチャーター便で帰国後、３月１日に死亡したとオーストラリア政府が発表した１名がいる。当該死亡者は豪州の死亡者欄に計上。

ニューカレドニ
ア シリア モザンビー

ク グレナダ ベリーズ バミューダ
（英領） ミャンマー ドミニカ

国 ラオス
タークス・
カイコス諸
島（英領）

ギニアビ
サウ マリ

セントクリス
トファー・
ネービス

リビア

感染者数 18 42 41 15 18 86 123 16 19 11 50 293 15 59
死亡者数 3 2 5 5 1 14 1

タンザニア ソマリア ベナン バハマ モンテネ
グロ バルバドス キルギス ザンビア ジブチ ガンビア モーリ

シャス フィジーエルサルバド
ル チャド

感染者数 284 286 54 65 315 75 612 74 974 10 329 18 237 33
死亡者数 10 14 1 9 5 5 7 3 2 1 9 7

セントル
シア ルワンダ エスワティ

ニ キュラソー スリナム モーリタニ
ア コソボ コンゴ共

和国
セントビンセント及び
クレナディーン諸島

中央アフ
リカ

ウズベキ
スタン 赤道ギニア リベリア

感染者数 15 153 31 14 10 7 510 186 13 14 1716 84 101
死亡者数 1 1 1 1 18 6 6 8

※２



新型コロナウイルス感染症に関する入退院の状況

PCR検査陽性者
現在も入院等 退院者 死亡者

１３０６０（＋４３５）
１０６１４（＋３５４） ３１８１(+６２)

３３０（＋１９）

【総計】

重症→軽～中等症になった者 ９０

PCR検査陽性者
現在も入院等 退院者 死亡者

６７２ １4 6４5 １３

【クルーズ船事例】

重症→軽～中等症になった者 ３３

【国内事例】 ４月２３日（水）１８時時点括弧内は前日比

※ ※

PCR検査陽性者
現在も入院等 退院者 死亡者

１２３８８（＋４３５）
１０６００（＋３５４） ２５３６（+６２)

３１７（＋１９）
重症→軽～中等症になった者 ５７

※
※

（注）１【国内事例】には、空港検疫で確認されたＰＣＲ検査陽性者133名を含む。
２【クルーズ船事例】にはチャーター便帰国した者（40名）は含めない。
３【クルーズ船事例】には藤田岡崎医療センター分を含む。
４前日比については、22日の時点の数値から、自治体から過去の陽性者数について34例報告がな

されたため追加したものからの増加分を示している

※ 退院した者のうち980名、死亡者のうち85名については、個々の陽性者との突合
作業中。従って、入退院等の状況の合計とPCR検査陽性者数は一致しない。



新型コロナウイルス感染症の発生状況

【上陸前事例】括弧内は前日比

PCR検査陽性者
※【 】は無症状
病原体保有者数

退院等している者 人工呼吸器又は集中治
療室に入院している者

※８

死亡者

クルーズ船事例
（水際対策で確認）
（3,711人）※５

712※６
【331】 645※７ 4 13 ※９

※５ 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※６ 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から

除いている。
※７ 退院等している者645名のうち有症状352名、無症状293名。チャーター便で帰国した者を除く。
※８ 33名が重症から軽～中等症へ改善(うち26 名は退院)
※９ この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した１名がいる。

※令和２年４月２３日１８時時点

※令和２年４月２３日１８時時点【国内事例】 括弧内は前日比

PCR検査
陽性者

PCR検査
実施人数

国内事例
（チャーター便帰国

者を除く）

12,240
(+434)

117,367
(＋5,259)

空港検疫 133
(+1)

23,404
（+358）

チャーター便
帰国者事例
（水際対策で確

認）

15 829

合計 12,388
(+435)

141,600
(+5,617)

※2

※1

有症状
者

無症状
者

症状有無
確認中

国内事例
（チャーター便帰
国者を除く）

7,531
(+247)

703
(+23)

4,006
（＋164）

空港検疫 35 98
(+1) ０

チャーター便
帰国者事例
（水際対策で確

認）

11 ４ 0

合計 7,577
(+247)

805
(+24）

4,006
（＋164）

入院治療
を要する
者等

退院し
た者

死亡
者

軽～中
等症の者
（無症状
を含む）

人工呼吸
器又は集
中治療室
に入院して
いる者

症状の
程度
確認
中

入院
待機
中の者

症状有
無確認
中

国内事例
（チャーター便帰国

者を除く）

10,469
（+353）

5,207
(+166)

263
(+4)

610
(-12) 

383
（＋31）

4,006
(+164)

2,519
(+62)

317 
(+19)

空港検疫 131
(+1)

131
(+1) ０ ０ ０ ０ 2 ０

チャーター便
帰国者事例
（水際対策で確

認）

0 0 0 0 0 0 15 0

合計 10,600
(＋354)

5,338
(+167)

263
(+4)

610
(-12)

383
（＋31）

4,006
(+164)

2,536
(+62)

317
(+19)

PCR検査陽性者数 入退院等の状況

※3 ※3

※3 ※3※3

※3

※４

※４

※４

※４※前日比については、22日の時点の数値から、自治体から過去の陽性者数について34例報告がなさ
れたため追加したものからの増加分を示している。

※１ うち日本国籍が確認されている者5559(+230)人、外国籍が確認されている者54(+1)人
※２ うち海外移入が疑われる事例が445（+1）例
※３ 症状の確認中であった28例が有症状者、5例が無症状者と確認された。 ※ 今までに重症から軽～中等症へ改善した者は57名

※４ 退院した者のうち980名、死亡者のうち85名については、個々の陽性者との突合作業中。
従って、入退院等の状況の合計とPCR検査陽性者数は一致しない。



帰国者・接触者相談センター 帰国者・接触者外来等 （参考）一般電話相談窓口

設
置
目
安

各保健所への設置を目安

※保健所件数：472件（H31.4.1）

二次医療圏に１カ所以上

※二次医療圏数 ：335（H30.4.1）

なし

※一般電話相談窓口は医療機関の紹介を
行わないため、地域ごとに設置する必
要がなく、各自治体が必要な回線数を
設置できていればよい。

設
置
件
数

47都道府県、527施設で設置

※2/12に全都道府県での設置を確認、
前日比±0施設

47都道府県、1,215施設で設置
※2/13に全都道府県での設置を確認、
前日比+2施設

※2/21に全二次医療圏での設置を確認

47都道府県で設置済

対
応
件
数

相談件数は全国で334,087件
（3/25～4/22）

※前日比18,662件増加
※3/25より、集計対象を「何らかの身体的

症状を有する者等からの相談対応件数」と
明確化

(参考) 2/1からの総数 847,093件

帰国者・接触者外来の受診者数
は全国で32,567件（3/25～4/22）

※前日比2,644件増加

(参考) 2/1からの総数 46,593件

東京都：8,712件（1/29～2/27）
(2/26:428件、2/27:414件)

大阪府：5,174件（1/29～2/27）
(2/26:263件、2/27:215件)

宮城県：2,272件（2/4～2/27）
(2/26:213件、2/27:242件)

岡山県：1,067件（2/4～2/27）
(2/26:126件、2/27:164件)

※報告対象ではないため、専用ダイヤルを設置
したいくつかの都道府県へ聞き取り調査を実施。

そ
の
他

・保健所のほか、県庁や市役所の感染症
対策担当課に設置している都道府県も
ある。

・全都道府県が24時間土日も対応可能
である（各ホームページ上でも公表）。

・2/27に相談件数の増加が著しい27都道
府県に電話回線の状況を聴取したが、
特段輻輳は生じていない。

・1,215施設のうち感染症指定医療機関
は412施設。

・専用回線を設置している都道府県は神
奈川県含め22都府県。

・都道府県とは別に一般電話相談窓口を
設置している市区町村もある。

新型コロナウイルス感染症に係る国内の体制整備について
4/23(木)
17時時点



医療用物資の緊急配布等について

令和２年４月２４日（金）

厚生労働省

資料１－２
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医療機関に対する医療用物資の緊急配布等の仕組み 

厚生労働省 

医療機関における医療用物資の枯渇やクラスターの発生など緊急時への対応のため、都

道府県と国が連携して対応する仕組みを設ける。 

＜WEB調査の活用による国の緊急配布＞ 

○ 国（厚生労働省及び内閣官房 IT戦略室）は、病院及び PCR検査を行う診療所の計

約８千施設を対象 として WEB 調査を実施し、医療機関の備蓄のひっ迫状況を把握

（都道府県にも情報を共有）。 

○ 具体的には、各医療機関は、①在庫量、②想定消費量、③購入予定量等 を週次で

記載。 

○ 医療用物資の在庫が著しく不足し、在庫が１週間を切る緊急の場合 には、医療機

関からの要請に応じ、国（厚生労働省）から 医療用物資を緊急配布（配布内容は、

国から医療機関に対し、連絡。結果は都道府県と共有）。 

○ 緊急配布の対象は、当面、院内感染のリスクが高い、新型コロナウイルス患者を受

け入れる病院及び PCR検査を実施する診療所とし、院内感染等による病院閉鎖や医

療従事者の離職等を防止する観点から、優先的かつ迅速に緊急配布を行う 体制を構

築。 

○ 国では、WEB 調査の確認などの、緊急配布に必要な体制を確保。厚生労働省のマス

ク等物資対策班の地域担当を中心に対応。

○ 緊急配布対象の医療用物資は、サージカルマスク、Ｎ９５マスク、アイソレーショ

ンガウン、フェイスシールド とする。サージカルマスク、N９５マスクについては来

週からの開始、アイソレーションガウン、フェイスシールドについては５月下旬目途

で開始を予定する。 

＜都道府県による医療用物資の供給＞ 

○ 医療機関の要請に応じ、追加的に都道府県から医療用物資を配布

○ このため、都道府県に対応窓口を設置（事務費は国の財政措置）するなど体制を確

保 

※ 国は都道府県への支援実績や今後の配布予定を公表
2



医療機関に対する政府確保分のマスク等の医療用物資の配布状況及び今後の配布予定

医療機関向けサージカルマスク

医療機関
のべ約30,000機関※へ配布

約5,800万枚 配布済
⇒4月20日の週より1,5６0万枚を配布

令和２年４月24日現在

N95・KN95 
マスク アイソレーションガウン フェイスシールド

配布済枚数 約10万枚 約11万枚 約11万枚

配布機関数
（集計中） 約220機関 約260機関 約270機関

今後の配布予定枚数※
（4/20の週～） 約156万枚 約135万枚 約192万枚

その他の個人防護具（ＰＰＥ）

※ 感染症指定医療機関、急性期病院、
備蓄がない医療機関、医師会・歯
科医師会・薬剤師会・保健所、介
護施設等
（延べ数(重複あり))

※１ 4月24日時点の予定（生産・輸入等の状況により変動の可能性あり）
※２ 現時点で明確になっている予定であり、上記予定以後も順次配布を継続
※３ 物資の確保が明確になり次第、配布計画を更新

3



※国買い上げマスクの第１弾～第３弾で4,500万枚、最初の緊急事態宣言７都府県1,000万枚（4/13 の週）
等で累計約5,800万枚配布（配布期間：3/13の週～）

※各都道府県の３月時点の備蓄量と人口比を勘案して配分

単位：枚

北海道 1,802,400 埼玉県 3,512,500 岐阜県 901,100 鳥取県 519,500 佐賀県 390,500

青森県 703,100 千葉県 3,326,800 静岡県 1,430,000 島根県 217,400 長崎県 428,500

岩手県 665,100 東京都 6,841,600 愛知県 2,673,600 岡山県 789,700 熊本県 557,700

宮城県 1,021,400 神奈川県 4,498,400 三重県 830,700 広島県 894,800 大分県 693,900

秋田県 558,800 新潟県 970,500 滋賀県 779,100 山口県 473,900 宮崎県 352,500

山形県 570,400 富山県 521,700 京都府 822,300 徳島県 236,200 鹿児島県 513,600

福島県 595,400 石川県 488,300 大阪府 4,391,300 香川県 589,300 沖縄県 456,800

茨城県 1,060,700 福井県 565,900 兵庫県 2,934,000 愛媛県 727,300 合計 57,504,600

栃木県 860,800 山梨県 542,000 奈良県 765,400 高知県 535,200

群馬県 620,600 長野県 658,400 和歌山県 599,300 福岡県 2,616,200

これまでの配布実績について①

サージカルマスク【約5,800万枚】3/13～4/18配布分
令和２年４月24日現在
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単位：枚

大阪府 15,000 兵庫県 19,000 広島県 3,360 福岡県 10,000 沖縄県 3,360

合計 98,880

これまでの配布実績について②

N95・KN95マスク【約10万枚】 3/23～配布分

単位：枚

神奈川県 23,000 埼玉県 18,000 千葉県 16,000 大阪府 22,000 兵庫県 14,000

福岡県 13,000 合計 106,000

アイソレーションガウン【約11万枚】 4/13～配布分

単位：枚
フェイスシールド【約11万枚】4/13～配布分

神奈川県 23,000 埼玉県 18,000 千葉県 16,000 大阪府 22,000 兵庫県 14,000

福岡県 13,000 合計 106,000

宮城県 3,000 茨城県 3,360 埼玉県 12,000 千葉県 14,800 神奈川県 15,000

※配布期間：3/23の週～、最初の緊急事態宣言7都府県は4/13の週

※配布期間：4/13の週

※配布期間：4/13の週

令和２年４月24日現在

5



今後の配布予定について（4/20の週以降）
令和２年４月24日現在

物資の種類 今後の配布予定（4/20の週以降）

サージカルマスク
【計1,560万枚】

○全都道府県に1,560万枚発送（4/20の週予定）
※特定警戒都道府県（６道府県）に60万枚上乗せして発送

Ｎ95、ＫＮ95
【計156万枚】

①特定警戒都道府県（６道府県）に６万枚発送（4/20の週予定）
②最初に緊急事態宣言のあった７都府県に70万枚発送（4/27の週予定）
※既に７万枚程度配布（4/13の週）

③40道府県に80万枚発送（4/27の週予定）

アイソレーションガウン
【計135万枚】

①最初に緊急事態宣言のあった７都府県に90万枚発送（4/20～4/27の週予定）
※既に11万枚程度配布（4/13の週）

②特定警戒都道府県（６道府県）に13,500枚発送（4/20の週予定）
③40道府県に40万枚発送（4/20の週以降予定）

フェイスシールド
【計192万枚】

①最初に緊急事態宣言のあった７都府県に90万枚発送（4/20の週予定）
※既に11万枚程度配布（4/13の週）

②特定警戒都道府県（６道府県）に14,400枚発送（4/20の週予定）
③40道府県に100万枚発送（4/20の週以降予定）

※１ 4月24日時点の予定（生産・輸入等の状況により変動の可能性あり）
※２ 現時点で明確になっている予定であり、下記予定以後も順次配布を継続
※３ 物資の確保が明確になり次第、配布計画を更新
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※ 配布期間：4/20の週～

単位：枚

北海道 674,000 埼玉県 734,000 岐阜県 383,000 鳥取県 157,000 佐賀県 126,000

青森県 218,000 千葉県 705,000 静岡県 451,000 島根県 69,000 長崎県 136,000

岩手県 208,000 東京都 1,378,000 愛知県 944,000 岡山県 253,000 熊本県 177,000

宮城県 320,000 神奈川県 920,000 三重県 261,000 広島県 284,000 大分県 213,000

秋田県 176,000 新潟県 306,000 滋賀県 240,000 山口県 151,000 宮崎県 112,000

山形県 181,000 富山県 168,000 京都府 361,000 徳島県 75,000 鹿児島県 163,000

福島県 189,000 石川県 257,000 大阪府 886,000 香川県 183,000 沖縄県 145,000

茨城県 439,000 福井県 173,000 兵庫県 616,000 愛媛県 226,000 合計 15,601,000

栃木県 272,000 山梨県 168,000 奈良県 235,000 高知県 164,000

群馬県 197,000 長野県 209,000 和歌山県 185,000 福岡県 513,000

今後のサージカルマスクの配布について（4/20の週以降）

サージカルマスク【約1,560万枚】
令和２年４月24日現在

※１ 4月24日時点の予定（生産・輸入等の状況により変動の可能性あり）
※２ 現時点で明確になっている予定であり、上記予定以後も順次配布を継続
※３ 物資の確保が明確になり次第、配布計画を更新 7



※ 東京都は備蓄量を勘案
※ 配布期間：4/20の週～

単位：枚

北海道 58,000 埼玉県 120,000 岐阜県 54,000 鳥取県 1,000 佐賀県 6,000

青森県 9,000 千葉県 100,000 静岡県 20,000 島根県 3,000 長崎県 6,000

岩手県 1,000 東京都 0 愛知県 114,000 岡山県 7,000 熊本県 26,000

宮城県 22,000 神奈川県 150,000 三重県 5,000 広島県 24,000 大分県 16,000

秋田県 5,000 新潟県 10,000 滋賀県 16,000 山口県 9,000 宮崎県 7,000

山形県 15,000 富山県 13,000 京都府 79,000 徳島県 1,000 鹿児島県 2,000

福島県 17,000 石川県 57,000 大阪府 160,000 香川県 4,000 沖縄県 30,000

茨城県 55,000 福井県 34,000 兵庫県 90,000 愛媛県 11,000 合計 1,560,000

栃木県 14,000 山梨県 15,000 奈良県 15,000 高知県 21,000

群馬県 37,000 長野県 12,000 和歌山県 9,000 福岡県 80,000

今後のＮ９５・ＫＮ９５の配布について（4/20の週以降）

Ｎ９５・ＫＮ９５【約156万枚】

※１ 4月24日時点の予定（生産・輸入等の状況により変動の可能性あり）
※２ 現時点で明確になっている予定であり、上記予定以後も順次配布を継続
※３ 物資の確保が明確になり次第、配布計画を更新

令和２年４月24日現在
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※ 配布期間：4/20の週～

単位：枚

北海道 29,000 埼玉県 130,000 岐阜県 19,000 鳥取県 2,000 佐賀県 4,000

青森県 6,000 千葉県 110,000 静岡県 15,000 島根県 3,000 長崎県 7,000

岩手県 10,500 東京都 130,000 愛知県 51,000 岡山県 7,000 熊本県 8,000

宮城県 13,000 神奈川県 170,000 三重県 7,000 広島県 14,000 大分県 7,000

秋田県 4,000 新潟県 9,000 滋賀県 23,000 山口県 6,000 宮崎県 5,000

山形県 7,000 富山県 6,000 京都府 28,000 徳島県 2,000 鹿児島県 5,000

福島県 9,000 石川県 18,000 大阪府 160,000 香川県 4,000 沖縄県 11,000

茨城県 22,000 福井県 11,000 兵庫県 100,000 愛媛県 7,000 合計 1,345,250

栃木県 26,750 山梨県 6,000 奈良県 8,000 高知県 7,000

群馬県 15,000 長野県 9,000 和歌山県 4,000 福岡県 90,000

今後のアイソレーションガウンの配布について（4/20の週以降）

アイソレーションガウン【約135万枚】

※１ 4月24日時点の予定（生産・輸入等の状況により変動の可能性あり）
※２ 現時点で明確になっている予定であり、上記予定以後も順次配布を継続
※３ 物資の確保が明確になり次第、配布計画を更新

令和２年４月24日現在
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※ 配布期間：4/20の週～

単位：枚

北海道 61,000 埼玉県 120,000 岐阜県 59,000 鳥取県 1,000 佐賀県 7,000

青森県 11,000 千葉県 100,000 静岡県 23,000 島根県 4,000 長崎県 9,000

岩手県 1,000 東京都 220,000 愛知県 136,000 岡山県 16,500 熊本県 16,000

宮城県 29,000 神奈川県 150,000 三重県 6,000 広島県 32,000 大分県 20,000

秋田県 6,000 新潟県 13,000 滋賀県 20,000 山口県 12,000 宮崎県 9,000

山形県 20,000 富山県 17,000 京都府 90,000 徳島県 1,000 鹿児島県 3,000

福島県 20,000 石川県 63,000 大阪府 140,000 香川県 5,000 沖縄県 36,000

茨城県 59,000 福井県 44,000 兵庫県 90,000 愛媛県 14,000 合計 1,922,500

栃木県 18,000 山梨県 20,000 奈良県 19,000 高知県 27,000

群馬県 47,000 長野県 16,000 和歌山県 12,000 福岡県 80,000

今後のフェイスシールドの配布について（4/20の週以降）

フェイスシールド【約192万枚】

※１ 4月24日時点の予定（生産・輸入等の状況により変動の可能性あり）
※２ 現時点で明確になっている予定であり、上記予定以後も順次配布を継続
※３ 物資の確保が明確になり次第、配布計画を更新

令和２年４月24日現在
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児童虐待防止対策

令和２年４月２４日（金）

厚生労働省

資料１－３



市町村

学校・教育委員会

民生・児童委員

保育所・幼稚園等

警 察

医療機関 弁護士会

児童相談所

保健機関（母子保健等）

要保護児童対策地域協議会
・支援対象児童、特定妊婦等の状況の確認に関する役割分担の決定
・確認や支援に関する進捗管理、総合調整 等

民間団体等
（子育てひろば、子ども食堂等）

子子子子子子子子子子子子子子子子子

人権擁護委員

定期的な状況把握・支援

支援対象児童、特定妊婦等
虐待対応ダイヤル
（１８９）

ＤＶ相談
窓口

○ 学校等の休業や外出自粛が継続する中で、子どもの見守り機会が減少し、児童虐待リスクが高まっている。
〇 今後も、地域によってはこうした状況が続くことが見込まれるため、これまでの取組（別紙）に加え、様々な地域ネットワークを総動員して、
支援ニーズの高い子ども等を定期的に見守る体制を確保し、児童虐待の早期発見・早期対応につなげるため、「子どもの見守り強化アクショ
ンプラン」を実施する。
＜実施主体＞ ・市町村に設置している要保護児童対策地域協議会（要対協）
<対象児童等> ・要対協に登録されている「支援対象児童」、「特定妊婦」
<実施方法> ・要対協が中核となって、対象児童等ごとに、見守り・支援を主として担う機関（※）を決め、電話・訪問等によ

り状況を定期的に確認（少なくとも週１回）。
・地域での見守りについては、行政機関をはじめとした要対協のメンバーだけでなく、民間団体等に幅広く協力を
求め、地域のネットワークを総動員して、体制を強化。

・状況把握の結果は要対協で集約し、必要に応じ支援・措置（児相による一時保護等を含む）につなげる。
※見守り・支援を主として担う機関

就学児童 ➡ 学校（休業中の場合も含む）
就学前児童 ➡ 保育所、幼稚園等（休業中の場合も含む）
特定妊婦 ➡ 市町村の担当部局
未就園児等 ➡ 要対協で主担当を決める

<国等の支援＞ ・民間団体等に子どもの見守りへの協力を積極的に求めることとし、そのための活動経費等を支援。

※要保護児童対策地域協議会には、児童相談所、教育委員会、警察はほぼ100％参加している。

配偶者暴力相談支援センター
・婦人相談所・婦人相談員



２．児童虐待通報・相談窓口の周知

子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子

４．体罰等によらない子育ての推進

体罰禁止を含む改正法の施行と周知啓発
○令和２年４月の児童虐待防止法等改正法の施行も踏まえ、体罰等によら
ない子育て（子どもの権利を含む）について、様々な媒体を通じて、民
間団体等と連携のもと、周知啓発

民間団体が実施する相談支援等との連携
○民間団体が実施している子育ての不安・悩みに関する電話やメールによる
相談支援等との連携

 児童相談所等と配偶者暴力相談支援センター等の連携強化
○新たなＤＶ相談窓口と婦相、児相、市町村等の連携
○婦人相談所に関係機関との連絡調整を行うｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置を促進

 児童相談所と警察との連携の推進
○児相への警察OBの配置や要対協への警察の参画の促進、合同研修等

○児童虐待防止対策については、「児童虐待防止対策の抜本的強化について」（平成31年３月関係閣僚会議決定）等を踏まえ、令和２年度予算で
関係予算の拡充を図るとともに、自治体等と連携し、施策や体制の強化に取り組んでいる。

○新型コロナウイルス感染症の拡大の防止のため、学校休業や外出自粛等が行われている中、子どもの生活環境が変化し、児童虐待が増える
ことが懸念されるため、関係府省庁、自治体、関係機関・団体等の連携の下、以下の取組をさらに推進。

３．児童虐待防止施策とＤＶ施策の連携強化等

１．様々なチャンネルを通じた子どもの実態把握と支援
要対協等を通じた支援対象児童等の状況の把握
○自治体において支援対象児童等の状況の変化の把握と支援
（必要な場合は躊躇ない一時保護の実施）

学校等との連携を通じた子どもの情報の共有
○登校日における面会、ICTの活用、定期的な子どもの状況把握
○スクールカウンセラーの支援等による心のケア等

市町村の母子保健事業と連携、子育て支援事業等の活用
○市町村の母子保健事業において、環境変化によるリスクに留意
○子育て短期支援事業、特定妊婦等への子育て支援訪問事業（育児用
品等の配布）等の活用

別紙

児童相談所虐待対応ダイヤル（189）等の相談窓口の周知
○昨年12月から189の通話料を無料化
○厚労省HPに「生活環境等でストレスを抱えている方」のサイトを新設
（相談窓口、子どもとの関わりのポイント等を掲載、ﾂｲｯﾀｰ、ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸでも周知）
○「24時間子供ＳＯＳダイヤル」等の周知・連携協力
○民間の各種相談窓口の周知と連携

 SNSによる相談窓口の設置
○自治体に令和２年度予算も活用し、SNSによる相談窓口（子ども本人の相
談にも対応）の設置の検討を要請



刑事施設におけるマスク，防護服，アイソレーションガウンの製作について

マスク 防護服 アイソレーションガウン

製品

（ガーゼ生地使用） （肌着生地使用）

生産状況
月産約66,000枚
※３月末現在

50,000枚を縫製開始
月産4,900枚を縫製開始

※月産1,500枚を追加縫製予定
約120万着を縫製予定

縫製施設

７施設で縫製中
青森刑 京都刑
大阪刑 加古川刑
山口刑 岩国刑
高知刑

※３月末現在

２施設で縫製中
網走刑
加古川刑

３施設で縫製中
月形刑 大阪刑
京都刑
※横浜刑で追加縫製予定

４１施設で縫製予定
※５月中旬から１０月

その他
民間企業から原材料・設
備の提供を受け縫製

被収容者用として縫製
民間企業から原材料・設備の提供
を受け縫製

厚生労働省から依頼を受け縫製

※イメージ ※イメージ

令和２年４月２４日
法務省矯正局作成

資料２



新型コロナウイルス感染症対策に係るＤＶへの対応状況について

＜基本的認識＞
 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出自粛や休業などが行われている中、生活不安・ストレスにより、配偶者等か
らの暴力（ＤＶ）の増加や深刻化が懸念されている。

（※４月５日に国連事務総長が発出したメッセージでも、ＤＶの世界規模での急増について警鐘を鳴らしている。）

＜新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（抜粋）＞
 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合においては、国民の自由と権利の制限は必要最小限のものとすると
ともに、女性や障害者などに与える影響を十分配慮して実施するものとする。

 政府及び地方公共団体は、外出を自粛する方々の心のケアや自宅でのDVや虐待の発生防止に取り組むとともに、
在宅の一人暮らしの高齢者や障害者などの要援護者に対して、市町村が行う見守り等に対して適切に支援する。

＜政府における対応＞
１．相談体制、保護機能の確保等
〇 各都道府県に対して、４月３日付け内閣府・厚生労働省連名事務連絡により、以下のことを要請済み。

・相談対応から保護に至るまでの支援について、継続的かつ迅速な対応の実施
・ＤＶ被害者が直接、民間施設等に保護を求めた場合には、まずは速やかに被害者の安全を確保し、一時保護を開始

〇 最寄りのＤＶ相談センター連絡先（ＤＶ相談ナビダイヤル：０５７０－０－５５２１０）の情報発信の強化

２．橋本内閣府特命担当大臣（男女共同参画）からのメッセージ（４月１０日）

３．相談体制の拡充（４月７日の緊急経済対策で閣議決定） ４月２０日 ＤＶ相談＋（プラス）開始

４．特別定額給付金（１人１０万円）について、配偶者からの暴力を理由とした避難者への給付を可能とする手続
（４月２２日 総務省、内閣府、厚生労働省から、自治体担当課に、それぞれ事務連絡）

（令和２年４月２４日）

・電話（4/29から 24時間化）
・ＳＮＳ・メール相談
・外国語対応 (5/1から10言語)
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新型コロナウイルス問題に伴うＤＶへの対応に関する
橋本内閣府特命担当大臣（男女共同参画）からのメッセージ

（令和２年４月１０日）

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出自粛や休業などが行われている中、生活不安・ストレスにより、配
偶者等からの暴力（ＤＶ）の増加や深刻化が懸念されております。今月５日にアントニオ・グテーレス国連
事務総長が発出したメッセージにおいても、ＤＶの世界規模での急増について警鐘を鳴らしています。
ＤＶを含め女性に対する暴力は、重大な人権侵害であり、いかなる状況にあっても、決して許されるもので
はありません。また、被害にあわれた方が、相談し、支援や保護を受けられることが必要です。
内閣府と厚生労働省は、今月３日、地方公共団体に対して、ＤＶの相談対応から保護に至るまでの支
援の継続的かつ迅速な対応を依頼しました。
また、ＤＶに悩んでいる方が最寄りの配偶者暴力相談支援センターに相談できるよう、全国共通の相談ナ
ビダイヤルを設けています。電話番号は、０５７０－０―５５２１０です。夫婦の間で「暴力を振るわれて
いる」「辛い」と感じたら、まずは、こちらに相談してください。
また、緊急の場合には、ためらわずに１１０番通報をしてください。
緊急に身の安全の確保が必要な場合には、全国の婦人相談所一時保護所等において、適切に保護を行
う体制を整えていますので、婦人相談所又は配偶者暴力相談支援センターに相談してください。
さらに、今後のＤＶの深刻化に備えて相談窓口を拡充することを、４月７日に閣議決定した「緊急経済対
策」に盛り込みました。深夜・休日にも対応できる相談窓口の設置を行うとともに、家庭内で電話をしづらい環
境にいる方も相談できるよう、ＳＮＳやメールによる相談を速やかに実施し、被害者支援体制の拡充を行って
まいります。また、新たな相談窓口についても、周知を図ります。
配偶者等からの暴力（ＤＶ）で不安を感じたら、一人で悩まず、相談窓口に相談してください。また、周り
で被害に困っている方がいる場合には、是非、この情報を共有していただき、一人でも多くの方が相談・支援に
つながることができるよう御協力をお願いします。



※当面は毎日９時～２１時。

２４時間対応は４月２９日夜から。

ＤＶ相談体制の拡充

最寄りのＤＶ相談支援センターに電話

⇒電話相談・面談・同行支援・保護等

【ＤＶ相談ナビダイヤル】

０５７０－０－５５２１０

４月２０日開始

２４時間電話相談※

つなぐ はやく

０１２０－２７９－８８９

外国語相談にも対応 ※５月１日～

英、中、韓、スペイン、ポルトガル、タガログ、
タイ、ベトナム、インドネシア、ネパール

ＷＥＢ面談も実施

※新型コロナウイルスの感染拡大に
伴う外出自粛、休業等が行われる
中、ＤＶの増加・深刻化が懸念さ
れることから、緊急的に実施。

同行支援

保護

緊急の宿泊提供

ＳＮＳ相談

メール相談

令和２年４月
内閣府男女共同参画局

※毎日１２時～２２時

Soudanplus.jp
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